
平成平成平成平成23232323年第年第年第年第１１１１回教育委員会会議録回教育委員会会議録回教育委員会会議録回教育委員会会議録 

                                                                       （要点筆記） 

 

     開 催 日 平成２３年１月２８日（金） 

 

     開催場所 女性児童センター２階 会議室 

                                     

     出席委員 委 員 長  梅  野    博 

          委 員  志 水 貴 江 

          委 員  松 田 潤 子 

           委 員   中 尾 公 一 

               教 育 長  藤  原    忠  

 

     教育委員会事務局・その他機関の長等説明員 

               教 育 部 長     鈴 木 邦 輝 

               学 校 教 育 課 長   髙 橋 光 男 

               参事（指導主事）  大久保 善 邦 

               生 涯 学 習 課 長     粕 谷   茂 

        智恵文公民館長    大 田 誠 一 

               風連公民館長    廣 瀬 一 弘 

               児 童 ｾﾝﾀｰ所 長   湯 浅 俊 春 

        児童ｾﾝﾀｰ主幹   石 橋 由美子 

               北国博物館長     奥 村 英 俊(欠席) 

               図 書 館 長     間 所   勝 

        天 文 台 長   宮 下 正 人 

               給 食 ｾﾝﾀｰ所 長     塩 田 昌 彦 

               総 務 係 長    河 合 信 二 

 

   傍 聴 人 なし 

      

  開開開開    会会会会   午後３時00分  

       

教育行政報告教育行政報告教育行政報告教育行政報告            

    

① 女性児童センターの改修計画について 

② 教員の人事異動について 

③ 教職員の服務規律調査結果について 

④ 全国学力・学習状況調査結果のホームページ掲載について 

 

  会務報告会務報告会務報告会務報告    教育部長から、前回の教育委員会議以降本日までの会務を報告。教育部長から、前回の教育委員会議以降本日までの会務を報告。教育部長から、前回の教育委員会議以降本日までの会務を報告。教育部長から、前回の教育委員会議以降本日までの会務を報告。 

 

 

 



  協議事項協議事項協議事項協議事項 

    議案第１号 名寄市基金条例の一部改正について 

〔学校教育課長〕１月24日に開催された文化スポーツ振興審議委員会において、一部改正に

ついて承認されているが、条例のため議会における承認案件となっている。具体的には、「育

英基金」と「文化スポーツ振興基金」を統合し、「教育振興基金」とし、広く文化、スポー

ツ等教育の振興に要する経費に充当するものです。 

      〔委 員 長〕意見はないか。 

                   異議なく承認 

 

議案第２号 名寄市育英奨学条例施行規則の一部改正について 

〔学校教育課長〕今回の改正については、利子補給の支給範囲の見直し・拡大をし、年度途

中の貸付金額の変更などに対応するものです。 

      〔委 員 長〕意見はないか。 

                   異議なく承認 

 

 

議案第３号 名寄市風連公民館分館主事の任命について 

〔風連公民館長〕名寄市公民館条例第４条第２項の規定に基づき、分館主事を任命しようと

するものです。 

      〔委 員 長〕意見はないか。 

                   異議なく承認 

 

議案第４号 平成22年度教育委員会所管予算に係る補正について 

〔学校教育課長〕今回の補正は、国の地域活性化（きめ細やかな交付金・住民生活に光をそ

そぐ交付金）を活用し、教育施設の改修等を行うものです。 

      〔委 員 長〕意見はないか。 

                   異議なく承認 

 

報告事項報告事項報告事項報告事項    

報告第１号 名寄市文化・スポーツ振興基金施行規則の一部改正及び交付基準の見直しについて 

〔学校教育課長〕保護者の負担軽減を図るため、大会開催地までのレンタカーの利用を可能

とし、宿泊費の交付額を増額し、義務教育児童生徒以外にも枠を広げ支給することができる

ように見直しをしています。 

                    

 

 連絡事項等連絡事項等連絡事項等連絡事項等はははは省略省略省略省略    

 

 

  閉閉閉閉    会会会会                午後４午後４午後４午後４時時時時40404040分分分分         

 


